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国内クレジット認証委員会規程 

 

                 （平成２２年２月１９日現在） 
 

第１号．国内クレジット認証委員会の議事の公開等について  

（平成２０年１１月７日 第１回国内クレジット認証委員会） 

第１号の２．国内クレジット認証委員会委員が書面の提出により 

委員会の議決に加わる方法について 
（平成２２年１月１８日 第９回国内クレジット認証委員会） 

第２号．審査機関の登録要件に係る判断基準について  

（平成２０年１１月７日 第１回国内クレジット認証委員会） 

第３号．今後の排出削減方法論の承認手続きについて  

（平成２１年１月２１日 第２回国内クレジット認証委員会） 

第４号．排出削減事業の承認要件における追加性の考え方について 

（平成２１年４月１５日 第３回国内クレジット認証委員会） 

第４号の２．排出削減事業の承認等における確認・報告事項等につ

いて 
（平成２２年１月１８日 第９回国内クレジット認証委員会） 

第４号の３．個々に独立した小規模な排出削減事業に対するバンド

リングついて 
（平成２２年２月１９日 第１０回国内クレジット認証委員会） 

第５号．承認排出削減事業及び実績報告書等の情報の公開について 

（平成２１年４月１５日 第３回国内クレジット認証委員会） 

第６号．国内クレジットの認証における確認事項  

（平成２１年６月１９日 第５回国内クレジット認証委員会） 
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第７号．国内クレジットの管理について  

（平成２１年６月１９日 第５回国内クレジット認証委員会） 
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国内クレジット認証委員会規程 第１号 

 

国内クレジット認証委員会の議事の公開等について 
 

    

１．議事の公開 

   国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）運営規則（平成２０年１０

月２１日施行）に基づき、国内クレジット認証委員会（以下「委員会」とい

う。）の議事は、原則として公開する。公開の方法は、委員長が決定する。

なお、特別の事情により委員長が必要と認めるときは、非公開とすることが

できる。 

 

 

２．委員会の議決事項及び議事要旨の公開 

(１) 委員会で議決された事項については、その内容を公開するものとする。 

(２) 委員会の議事要旨は、会議の都度作成し、公開するものとする。 

 

 

３．委員会の資料の公開 

(１) 委員会の資料については、公開することにより当事者又は第三者の権利、

利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他委員長が認める場合を

除いて、原則として公開するものとする。 

(２) なお、事業者から提出された資料は、当該情報提供者の同意に基づいて、

公開するものとする。 

 

平成 20 月 11 月 7 日 

第 1 回国内クレジット認証委員会決定 
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国内クレジット認証委員会規程 第１号の２ 

 

国内クレジット認証委員会委員が 

書面の提出により委員会の議決に加わる方法について 

 

 

国内クレジット認証委員会（以下「委員会」という。）において、国内クレジ

ット制度（国内排出削減量認証制度）運営規則（平成２０年１０月２１日施行）

（以下「運営規則」という。）第２章４に基づき、国内クレジット認証委員会委

員（以下「委員」という。）が書面の提出により、委員会の議決に加わるための

手続きを以下の通り明確化する。 

 

１．委員会への出席が困難な委員は、国内クレジット認証委員会委員長の了承

を得て、書面の提出により、委員会の議決に加わることができる。 

 

２．上記１．の規定により、委員が書面の提出により委員会の議決に加わった 

場合は、当該委員の数を委員会の議決に加わった出席委員の数に加える。 

 

平成 22 月 1 月 18 日 

第 9 回国内クレジット認証委員会決定 
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国内クレジット認証委員会規程 第２号 
 

審査機関の登録要件に係る判断基準について 
 

本文書は、国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）運営規則（平成

20 年 10 月 21 日施行。以下、「運営規則」という。）に基づき、事業者等から審

査機関の登録申請について、運営規則第 3 章に規定する諸要件に照らして、そ

の適合の可否を判断するための具体的な基準をまとめたものである。（なお、本

文書の用語の定義は、本文書で定めるもののほか運営規則の例による。） 

 

１．法人であること（運営規則第 3章 3．①イ関係） 

本要件については、本邦法人にあっては、本邦の法令に基づき設立され

た法人・団体であること、又は、外国法人にあっては、日本における代

表者を定め、登記を行っていることを、当該法人の全部事項証明書等に

よって確認する。 

 

２．人的構成に照らして、審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知

識及び経験を有していること（運営規則第 3章 3．①ロ関係） 

本要件については、人的構成に照らして、以下の全ての事項を具備して

いることを確認する。 

(１) 国内クレジット制度について十分な理解を有していること（運営規

則第 3章 3．②イ関係） 

本事項は、運営規則、排出削減方法論その他国内クレジット制度に

関する事項について、最新の情報に基づき、十分に理解をしている

ということをいい、審査又は実績確認に従事する者又は従事を予定

する者（以下、「審査従事者」という。）の教育研修の計画及び記録

等によって確認する。 

(２) 排出削減事業の審査及び排出削減量の実績の確認に係る技能を有し

ていること（運営規則第 3章 3．②ロ関係） 

本事項は、審査及び実績確認の対象となる排出削減事業の技術の特

性、追加性の証明、排出削減方法論の適用等を理解し、必要な審査

手続又は実績確認の手続を適用しうる能力をいい、審査及び実績確

認又はこれらに関連する業務に係る教育研修及び業務経験の記録に

よって確認する。 

(３) 審査対象となる排出削減事業の技術、測定対象となる温室効果ガス

の定量 化及び計測に関する専門技術を備えていること（運営規則第

3章 3．②ハ関係） 

本事項は、排出削減事業に適用される排出削減方法論に規定される

技術の内容を理解し、温室効果ガス排出原因となる活動を特定して、

その排出量を定量化及び計測する方法を理解して用いることができ

ることをいい、審査従事者の当該技術に関連する資格や業務経験に

よって確認する。 

平成 20 月 11 月 7 日 

第 1 回国内クレジット認証委員会決定 
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(４) 審査又は実績確認もしくはこれらに関連する経験を有していること

（運営規則第 3章 3．②ニ関係） 

本事項は、審査又は実績確認に従事した経験のほか、温室効果ガス

の排出削減事業の評価に関する経験を有していることをいい、これ

らに関する業務経験を記載した審査従事者の記録によって確認する。 

 

なお、人的構成に照らして本要件を継続的に充足するため、審査従

事者の教育・研修や業務経験に関する最新の記録保持に関する手順

等、適切な管理活動のための審査従事者の管理体制について、規則、

規定その他当該法人が定めた文書（以下、「社内規定等」という）に

よって確認する。 

 

３．業務運営において中立性・公正性が確保されていること（運営規則第 3章 3．

①ハ関係） 

本要件は、審査活動における公正性の重視に関する方針の設定、各審

査従事者の公正な活動を保証する社内規定等や契約が整備されている

ことをいい、申請者の管理方針の内容、文書管理、内部管理、是正措

置及び予防処置に関する体制の整備状況によって確認する。 

 

４．審査において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切

に保持するための取扱いの方法を定めていること（運営規則第 3章 3．①ニ

関係） 

本要件は、秘密情報の安全な取扱いを確保するため、情報管理に関す

る社内規定等及びその運営状況によって確認する。 

 

５．業務に関する苦情の取扱いについて定めていること（運営規則第 3章 3．①

ホ関係） 

本要件については、審査活動及び表明した意見に関して、異議申立又

は苦情に適切に対応するための手順、方法の整備状況によって確認す

る。 

 

６．登録の申請に係る事業者の事業を実質的に支配している者その他の当該登

録の申請に係る事業者と著しい利害関係を有する事業者について、審査及

び実績確認を行わないこと（運営規則第 3章 3．①ヘ関係） 

著しい利害関係を有するとは、排出削減事業者が、審査機関との間に

資本的な支配関係があること、審査機関の意思決定機関を人的に支配

しているなどをいう。本要件は、著しい利害関係がある事業者に対す

る審査又は実績確認は、審査機関の意思決定に影響を与えるおそれが

あることから行わないことをいい、審査活動上で生じ得る利害相反の

状況を識別しうる体制について、社内規定等及びその運用状況によっ

て確認する。 
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国内クレジット認証委員会規程 第３号 

今後の排出削減方法論の承認手続きについて 

 

１．排出削減方法論承認申請書を事務局に提出を受け、国内クレジット認証委

員会へ申請内容を報告 

２．排出削減方法論の内容が専門的な場合など、必要に応じ、有識者・実務者

等の意見聴取を行い、排出削減方法論（案）に係る所要の調整を実施 

３．排出削減方法論（案）についてパブリックコメントを募集 

４．パブリックコメント募集後、意見のとりまとめを行い、国内クレジット認

証委員会において審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出削減方法論の申請 

国内クレジット認証委員会への申請内容の報告 

（必要に応じ）有識者・実務者等の意見聴取 

パブリックコメントの実施 

意見のとりまとめ 

国内クレジット認証委員会における審議 

排出削減方法論の承認 

承認済排出削減方法論の公表

平成 21 月 1 月 21 日 

第 2 回国内クレジット認証委員会決定 
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国内クレジット認証委員会規程 第４号 

排出削減事業の承認要件における追加性の考え方について 

 

 

国内クレジット制度に関する排出削減事業の承認要件の一つである「追加性」

については、 

 

１．京都メカニズムクレジット（小規模ＣＤＭ）に係る事業の認証状況（認証 

基準としての「投資障壁」の採用状況） 

２．排出削減事業者たる中小企業等の利便性確保（導入される排出削減設備の 

「投資回収年数」など簡便な指標の選択） 

３．実際に中小企業が導入した排出削減設備の「投資回収年数」の状況等（各 

種調査・研究等による「不採算性」に係る目安の確認） 

 

などを踏まえ、各排出削減事業に係る「追加性」の有無については、当該事業

において導入される排出削減設備の「投資回収年数」が、概ね３年以上か否か

を、判断の目安とすることとした。 

 

但し、その際には、排出削減事業者の業種、排出削減設備の種類等の当該事業

の固有の事情や、燃料価格やクレジット価格の変動なども、十分考慮すること

とした。 

 

 

平成 21 月 4 月 15 日 

第 3 回国内クレジット認証委員会決定 
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国内クレジット認証委員会規程 第４号の２ 

排出削減事業の承認等における確認・報告事項等について 

 

 国内クレジット認証委員会（以下、「委員会」という。）は、排出削減事業の

承認等にあたっては、国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）運営規

則（平成２０年１０月２１日施行）（以下「運営規則」という。）、排出削減方法

論、国内クレジット認証委員会規程第４号に定めるものの他、以下の事項につ

いても、審査機関・審査員からの報告を受け、又は、委員会の審査を行うこと

とする。 

 

１．フロン類を含む機器の廃棄に伴うリーケージ排出量の把握のための確認・ 

報告事項について 

   審査機関・審査員は、空調設備、ヒートポンプ等、冷媒としてフロン類

（ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣ）を使用している機器の廃棄を伴う排出削減

事業においては、リーケージ排出量の把握のため、特定製品に係るフロン

類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成１３年法律第６４号）

に定める引取証明書等を確認することにより、同法第１９条に規定する第

一種特定製品廃棄等実施者に国内クレジット制度の排出削減事業者が該当

する場合において、フロン類の適法な回収義務が履行されていることを確

認することとする。本確認は、排出削減事業の審査又は、排出削減実績確

認の段階で実施し、委員会はその確認結果について報告を受ける。 

 

２．購入電力の炭素排出係数に係る委員会の審査について 

   購入電力の炭素排出係数が用いられている排出削減事業の承認等にあた

っては、委員会内に設置された小規模電源導入等による代替系統電力排出

係数ワーキンググループの報告「小規模電源の導入等により代替される系

統電力の排出係数について（平成２１年８月）」に基づき、委員会は、以

下について審査を行うものとする。 

(１) 限界電源炭素排出係数が適用されている場合 

① 全電源炭素排出係数を適用した場合の排出削減量の試算結果より、CO2排出

量が増大する可能性のある非効率な小規模電源の導入等がなされないこと 

② 排出削減事業の規模が限界電源炭素排出係数の適用の前提である小規模な

ものであること 

(２) 全電源炭素排出係数が適用されている場合 

    全電源炭素排出係数の適用が、排出削減事業者及び排出削減事業共同実施

者からの申請に基づくものであること 

平成 22 月 1 月 18 日 

第 9 回国内クレジット認証委員会決定 
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国内クレジット認証委員会規程 第４号の３ 

個々に独立した小規模な排出削減事業に対する 

バンドリングについて 

 

「排出削減方法論について」の３．（４）バンドリングに関し、委員会が別に定

める基準・方法・手続は以下の通りとし、これらに合致するものとして委員会

の承認を受けた排出削減事業は、その承認後においても、削減活動（バンドリ

ングされる、個々に独立した小規模な排出削減事業注1をいう。以下、同じ。）を

当該排出削減事業に随時追加してバンドリングすることができるものとする。

このバンドリングを用いる排出削減事業を「プログラム型排出削減事業」とい

う。 

 

１．バンドリングの対象となる削減活動は、次に掲げる基準のいずれも満たす

ものであること。 

（１）「運営規則」第４章第２節１．に定められる排出削減事業の要件①～④及

びその他委員会が定める事項に合致するものであること。 

（２）適用する排出削減方法論、ベースライン設定及びモニタリング方法等に

ついて、削減活動全体で体系的に整理・把握可能なものであること。 

（３）他の排出削減事業において二重登録されていないものであること。 

 

２．プログラム型排出削減事業は、次に掲げる方法により運営・管理されるも

のであること。 

（１）排出削減事業を適切に運営・管理できる体制を備えた者（以下、「運営・

管理者」という。）により、運営・管理がなされるものであること。 

（２）運営・管理者は、排出削減事業の適切かつ円滑な実施のために必要とな

る、排出削減事業を構成する削減活動に関する情報を、記録・管理する

ものであること。 

（３）運営・管理者は、１．の基準に適合することの確認手順を定め、当該手

順に従って１．の基準への適合を確認し、適合が確認された削減活動を

バンドリングするものであること。 

（４）運営・管理者は、削減活動より生じる国内クレジット収益の処分方法そ

の他の事項について、削減活動を行う者の合意を得て、当該削減活動を

バンドリングするものであること。 

                                                  
注 1 小規模な排出削減事業の目安は、排出削減量が年間 500t-CO2 以下とする。 

平成 22 月 2 月 19 日 

第 10 回国内クレジット認証委員会決定 
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３．プログラム型排出削減事業の承認申請ならびに排出削減量の認証申請は、

以下の手続に従うこと。 

（１）排出削減事業の承認申請ならびに排出削減量の認証申請は、当該排出削

減事業を構成する削減活動を行う者との合意に基づいて、運営・管理者

が行うこと。 

（２）排出削減事業の承認申請に当たっては、運営・管理者によって実施され

る２．の方法を具体的に記載した排出削減事業計画及びバンドリングさ

れる削減活動のうち典型的な削減活動（１つ以上）について、審査機関

による審査を受けること注2。 

（３）排出削減量の認証申請に当たっては、審査機関による排出削減量の実績

確認を定期的に受けること。 

 

なお、これら基準・方法・手続に関し、排出削減事業計画の作成ならびに申請

を円滑に行うことができるよう、必要に応じて、ガイドラインを策定する。 

 

                                                  
注 2 承認済みの排出削減事業の事業計画を変更して、本規程に定めるバンドリング手法を適用する場合、

３．（３）の典型的な削減活動についての審査手続を省略することができるものとする。 
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国内クレジット認証委員会規程 第５号 

承認排出削減事業及び実績報告書等の情報の公開について 

 

 

１．委員会の承認を受けた排出削減事業（承認排出削減事業）については、運

営規則に基づいて、その内容に関する情報を遅滞なく公開する必要がある。 

 

 

２．承認排出削減事業の内容に関する情報としては、国内クレジット制度ホー

ムページにおいて、原則、以下の資料の内容について所要の公開を行うこ

ととする。 

・ 排出削減事業計画 

・ 審査結果概要書 

 

ただし、上記の資料の内容のうち、下記の情報については原則公開しないこ

ととする。 

(１) 事業者の連絡先及び担当者名その他の個人情報 

(２) 事業者の競争上の地位その他の権利又は利益（第三者のものも含む）

を害すると考えられる情報 

(３) 上記（１）、（２）のほか、事業者から非公開との前提で提供を受けた

情報 

 

 

３．具体的に、２.（１）又は（２）に該当すると考えられる排出削減事業計画

の項目（非公開の範囲）は、以下のとおり。 

 

(１) 排出削減事業者の情報【排出削減事業計画 １】 

  事業者の連絡先及び担当者名その他の個人情報が記載されている。 

 

(２) 排出削減事業の概要 

① 排出削減事業に関わる設備（詳細）【排出削減事業計画 ２．４】 

導入設備の具体的型番が記載されており、これにより生産規模、生産能力

等が推定されるおそれがある。 

 

平成 21 月 4 月 15 日 

第 3 回国内クレジット認証委員会決定 
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(３) 温室効果ガス排出削減量の算定 

① 補助金に関する情報【排出削減事業計画 ６．８．２】 

② 投資回収に関する情報（投資回収年数以外の設備投資額等）【排出削減事

業計画 ６．８．３】 

補助金額、設備投資額、エネルギーコスト等が記載されており、これらに

より、生産規模、生産能力等が推定されるおそれがある。 

 

(４) 省エネルギー量の予測 

  詳細なエネルギー種別の使用予測量、削減予測量等が、排出削減事業に係

る参考情報として、記載されており、これらにより生産規模、生産能力等

が推定されるおそれがある。 

 

 

この他、２.（３）に該当するものについては、個々の情報ごとにその必要性を

確認の上、同様の扱いとする。 

 

なお、国内クレジットの認証に係る排出削減実績報告書、実績確認概要書等の

取扱いも上記に準ずる。 
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国内クレジット認証委員会規程 第６号 

国内クレジットの認証における確認事項 

 

国内クレジット制度運営規則における国内クレジット認証の要件（１～４）

に関し、それぞれを満たすための要確認項目として、以下について審査機関

及び事務局において個別に確認を実施。 

 

１．排出削減量が承認排出削減事業計画に従って当該計画を実施した結果生じ

ていること 

(１) 排出削減量は、承認排出削減事業計画通りの設備が導入されていること 

(２) 導入設備が実績報告期間において稼働していること 

(３) 事業開始日は承認排出削減事業計画通りであること 

(４) その他、排出削減事業計画に重大な変更がなされていないこと 

 

２．排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定

されていること 

(１) モニタリングに係る確認 

① モニタリング方法が方法論及び承認排出削減事業計画に沿って実施さ

れていること 

② エネルギー使用量その他の計測値の記録・保存が適切になされており、

正確に集計されていること 

       

(２) 算定方法に係る確認 

① 排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等が方

法論及び承認排出削減事業計画通りであること 

② 排出削減量の算定結果が正確であること 

 

(３) その他、排出削減量の算定において重大な変更がないこと 

  

３．審査機関又は審査員の実績確認を受けていること 

 

４．排出削減量を算定した期間が、平成２５年３月３１日を超えないこと 

平成 21 月 6 月 19 日 

第 5 回国内クレジット認証委員会決定 



15 

国内クレジット認証委員会規程 第７号 

 

国内クレジットの管理について 

 

１．目的 

本規程は、国内クレジット運営規則（以下「運営規則」という。）第６章に

基づき、国内クレジット制度における国内クレジットの管理に関して必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

２．国内クレジット管理システム 

(１) 国内クレジット管理システム（以下「管理システム」という。）は、国内ク

レジットを管理・記録するためのシステムをいう。 

(２) 管理システムにおいては、次に掲げる区分の口座を設ける。 

① 保有口座：国内クレジット保有者（排出削減事業共同実施者、以下同じ。）

の口座 

② 償却口座：国内クレジット保有者の償却した国内クレジットを管理する口     

座 

③ 取消口座：国内クレジット保有者の取り消した国内クレジットを管理する

口座 

(３) 償却口座と取消口座をあわせて無効化管理口座という。 

(４) 口座に記録される国内クレジットは、１トン単位で識別番号を付与する。 

(５) 管理システムは、国内クレジットの記録に関する全部又は一部を電磁的記

録で作成することとする。 

 

３．保有口座の開設・記録事項 

(１) 国内クレジット認証委員会（以下「委員会」という。）は、承認排出削減事

業計画に記載された排出削減事業共同実施者の保有口座を開設し、一意の

口座番号を付与する。 

(２) 保有口座には、次に掲げる事項を記録する。（必要に応じ、保有口座を開設

する事業者について、登記簿謄本等所要の資料により確認を行う。） 

① 保有口座名義人の名称、代表者の役職・氏名等、保有口座名義人に関する

事項 

② 保有する国内クレジットの識別番号 

平成 21 月 6 月 19 日 

第 5 回国内クレジット認証委員会決定 

改定日 平成 21 年 11 月 2 日 
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４．国内クレジットの管理 

  委員会は、国内クレジットを認証した場合、当該クレジットに係る保有者

（排出削減 事業共同実施者）、その量、認証を受けた日等を管理システム

に記録する。 

 

 

５．国内クレジットの保有者の変更 

  委員会は、国内クレジット保有者から委員会が定める申請書に基づき国内

クレジットの移転申請があった場合、当該国内クレジットの移転に関する

事項を管理システムに記録する。 

 

６．国内クレジットの償却・取消 

(１) 委員会は、保有口座名義人から委員会が定める申請書に基づき国内クレジ

ットの償却・取消の申請があった場合、当該国内クレジットの償却・取消

に関する事項を管理システムに記録する。 

(２) 償却とは、委員会が、自主行動計画の目標達成等特定の目的に用いられる

国内クレジットを無効化管理口座に移転することをいう。 

(３) 取消とは、委員会が、償却以外の場合に国内クレジットを無効化管理口座

に移転することをいう。 

 

７．保有口座の開設等の承認・通知 

本規程に定める保有口座の開設、国内クレジットの保有者の変更、国内ク

レジットの償却・取消の承認及び通知については事務局が行い、その結果

について委員会に報告するものとする。 

 

８．事務の取り扱い 

本規程に定める委員会の行う事務については、事務局において取り扱うもの

とする。 

 


